
令
和
７
年
度
定
期
監
査
の
結
果

　
地
方
自
治
法
第
１
９
９
条
第
４
項
お
よ

び
第
９
項
に
基
づ
き
「
定
期
監
査
」
結
果

を
報
告
い
た
し
ま
す
。

■
監
査
対
象
　
市
長
事
務
部
局
、
議
会
事

　
務
局
、
教
育
委
員
会
事
務
局
、
農
業
委

　
員
会
事
務
局
、
監
査
事
務
局
、
選
挙
管

　
理
委
員
会
事
務
局
、消
防
本
部
、消
防
署
、

　
消
防
分
団
、
市
内
小
中
学
校

■
監
査
実
施
期
間

　
令
和
７
年
10
月
７
日 

～

　
令
和
８
年
１
月
27
日

■
監
査
の
対
象
年
度

　
令
和
７
年
度
事
務
事
業
全
般

■
監
査
内
容

　
事
務
分
担
、
予
算
執
行
状
況
、
業
務
実

　
施
お
よ
び
実
績
報
告
書
、
工
事
執
行
状

　
況
、
課
内
状
況
に
つ
い
て

■
監
査
方
法

　
監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
前
項
の
監
査
内

　
容
に
基
づ
き
予
め
資
料
の
提
出
を
求
め
、

　
担
当
職
員
の
説
明
を
聴
取
の
う
え
、
行

　
政
の
事
務
事
業
の
合
理
化
と
財
源
の
効

　
率
的
な
執
行
に
つ
い
て
検
証
す
る
と
と

　
も
に
、
事
務
処
理
の
簡
素
化
並
び
に
経

　
費
の
節
減
等
に
つ
い
て
監
査
し
た
。

■
監
査
結
果

　
所
掌
事
務
の
う
ち
予
算
執
行
事
務
、
収
入

　
事
務
、支
出
事
務
、契
約
事
務
、財
産
管
理
、

　
経
営
管
理
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
監
査
し

　
た
結
果
、
概
ね
良
好
な
事
務
処
理
が
な
さ

　
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
監
査
事
務
局
　
☎
内
線
３
５
６

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
と
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産
を

さ
れ
た
際
、
産
前
産
後
の
国
民
年
金
保
険

料
が
一
定
期
間
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

免
除
さ
れ
た
期
間
は
保
険
料
を
納
付
し
た

も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に

反
映
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
者

　
産
前
産
後
免
除
期
間
に
国
民
年
金
第
１

　
号
被
保
険
者
の
期
間
を
有
す
る
方

※
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

■
免
除
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る

　
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま

　
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月
前

　
か
ら
６
か
月
間

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か
月
）
以

　
上
の
出
産
を
い
い
ま
す
。（
死
産
、
流
産
、

　
早
産
さ
れ
た
方
を
含
み
ま
す
）

■
届
出
時
期

　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら

■
申
請
時
に
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の

① 

出
産
前
の
申
請

　
・
母
子
健
康
手
帳

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　

② 

出
産
後
の
申
請

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
・
出
生
証
明
書
な
ど
出
産
日
お
よ
び

　

親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　
　（
別
世
帯
の
子
の
場
合
の
み
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な  

　
い
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き

　
る
書
類
お
よ
び
顔
写
真
付
の
身
分
証
明

　
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課
　
市
民
係
　
☎
内
線
１
６
３

自
転
車
の
交
通
反
則
通
告
制
度

（
青
切
符
）
が
導
入
さ
れ
ま
す

　
４
月
１
日
よ
り
、
16
歳
以
上
の
方
が
運

転
す
る
自
転
車
に
対
し
、
自
動
車
と
同
様

の
「
青
切
符
」
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
導

入
さ
れ
ま
す
。

　
信
号
無
視
、
一
時
不
停
止
、
通
行
禁
止
違

反
な
ど
の
危
険
な
行
為
に
は
、
反
則
金
が
科

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
転
車
は

「
車
の
仲
間
」
で
す
。
加
害
者
に
も
被
害
者

に
も
な
ら
な
い
よ
う
、
一
人
ひ
と
り
が
運
転

者
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持
ち
、
交
通

ル
ー
ル
厳
守
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
　
安
心
安
全
係
　
☎
内
線
２
２
３

垂
水
市
公
設
地
方
卸
売
市
場
の

閉
鎖

　
昭
和
54
年
の
開
場
以
来
、
46
年
の
長
き

に
わ
た
り
「
市
民
の
台
所
」
と
し
て
親
し

ま
れ
て
き
た
垂
水
市
公
設
地
方
卸
売
市
場

は
、
令
和
９
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
閉
鎖

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
生

産
者
・
買
受
人
を
は
じ
め
市
民
の
皆
様
に

は
長
年
に
渡
り
多
大
な
る
ご
愛
顧
を
賜
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

■
閉
鎖
の
理
由

　
市
場
外
流
通
の
拡
大
、
出
荷
者
・
買
受

　
人
の
高
齢
化
・
後
継
者
不
足
等
に
よ
り

　
取
扱
量
が
年
々
減
少
し
、
今
後
も
回
復

　
が
見
込
め
ず
、
さ
ら
に
、
施
設
の
老
朽

　
化
に
よ
り
、
安
全
な
運
営
を
引
き
続
き

　
維
持
す
る
た
め
に
は
多
額
の
費
用
が
必

　
要
と
な
る
た
め
。

※
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
改
め
て
お
知
ら

　
せ
い
た
し
ま
す
。
何
卒
ご
理
解
く
だ
さ

　
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
農
林
課
　
農
政
係
　
☎
内
線
２
３
９

令
和
８
年
度
教
育
委
員
会

定
例
会
の
公
開

　
垂
水
市
教
育
委
員
会
は
、
教
育
に
関
す

る
重
要
な
事
項
を
定
例
会
や
臨
時
会
で
決

定
し
ま
す
。
定
例
会
・
臨
時
会
は
、
教
育

委
員
会
活
動
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
た
め
に
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日
程
（
予
定
）

　
４
月
10
日
（
金
）・
５
月
12
日
（
火
）

　
６
月
15
日
（
月
）・
７
月
10
日
（
金
）

　
８
月
７
日
（
金
）・
９
月
14
日
（
月
）

　
10
月
９
日
（
金
）・
11
月
10
日
（
火
）

　
12
月
14
日
（
月
）

　
令
和
９
年
１
月
８
日
（
金
）

　
令
和
９
年
２
月
９
日
（
火
）

　
令
和
９
年
３
月
15
日
（
月
）

■
時
間
　
各
日
14
時 

～

■
場
所

　
垂
水
市
市
民
館
２
階
　
第
２
研
修
室

※
行
事
の
都
合
等
に
よ
り
、
日
時
や
場
所

　
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事

　
前
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
傍
聴
方
法

　
開
催
時
刻
５
分
前
ま
で
に
市
民
館
２
階

　
の
教
育
総
務
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
傍
聴
希
望
者
が
６
人
を
超
え
た
場
合
は
、

　
抽
選
に
よ
り
傍
聴
者
を
決
定
し
ま
す
。

　
な
お
、
協
議
内
容
に
よ
っ
て
は
、
非
公

　
開
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
総
務
課
　
庶
務
係

　
☎
０
９
９
４

－
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－

7
2
1
1

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
等

の
回
収

■
回
収
日
時

　
４
月
21
日
（
火
）　
８
時 

～ 

正
午

※
悪
天
候
の
場
合
４
月
28
日
（
火
）
に
延
期

■
場
所
　
鹿
児
島
き
も
つ
き
農
協

　
垂
水
支
所
　
野
菜
集
荷
場

■
負
担
額
（
１
kg
あ
た
り
）

・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
：
40
円

・
廃
農
薬
：
５
５
０
円

■
注
意
事
項

①
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
種
類
ご
と
に
ま
と
め

　
て
く
だ
さ
い
。

②
マ
ル
チ
等
は
、
80
㎝
程
度
で
折
り
曲
げ
、

　
２
か
所
結
束
し
て
く
だ
さ
い
。

③
パ
イ
プ
等
の
長
物
は
１
ｍ
以
下
に
切
断

　
し
結
束
し
て
く
だ
さ
い
。
　

④
コ
ン
テ
ナ
類
は
か
さ
ば
ら
な
い
程
度
に

　
裁
断
し
て
結
束
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
農
薬
ボ
ト
ル
は
中
を
水
洗
い
し
て
ラ
ベ

　
ル
を
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
垂
水
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
適

　
正
処
理
推
進
協
議
会
事
務
局

　
☎
０
９
９
４

－
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▲ 詳しくは
　 こちらへ

「
若
年
層
の
性
暴
力
被
害
予
防

月
間
」
の
実
施

　
入
学
・
就
職
等
に
伴
い
、
若
年
層
の
生

活
環
境
が
大
き
く
変
わ
り
、
被
害
に
遭
う

リ
ス
ク
が
高
ま
る
時
期
で
あ
る
毎
年
４
月

を
「
若
年
層
の
性
暴
力
被
害
予
防
月
間
」

と
定
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
若
年
層
に
届
き
や

す
い
広
報
媒
体
を
活
用
し

た
啓
発
活
動
を
効
果
的
に

展
開
し
て
い
ま
す
。

■
実
施
期
間

　
４
月
１
日
（
水
）
～
４
月
30
日
（
木
）

困
っ
た
時
は
、
迷
わ
ず

「#

８
８
９
１
（
は
や
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
）」

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課
　
地
域
振
興
係

　
☎
内
線
２
４
６

固
定
資
産
の
縦
覧

　
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
自
己
の

所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
に
つ
い
て
、

他
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
、
価
格
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

※
台
帳
に
は
所
有
者
の
氏
名
や
住
所
は
記

　
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
対
象
者
　
垂
水
市
の
固
定
資
産
税
納
税
者

■
場
所
　
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

▲ 詳しくは
　 こちらへ

■
期
間
（
土
日
・
祝
日
は
除
く
）

　
４
月
１
日
（
水
）
～ 

６
月
1
日
（
月
）　

■
時
間
　
８
時
30
分 

～ 

17
時
15
分

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

　
☎
内
線
１
３
７

垂
水
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

促
進
事
業
に
係
る

登
録
工
事
業
者
の
募
集

　
地
域
経
済
の
活
性
化
と
快
適
な
住
環
境

の
整
備
を
図
る
た
め
に
、
垂
水
市
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
受
注
し
た
い
事

業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め｢

工
事
業
者｣

の

登
録
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
資
格

　
１
年
以
上
市
内
に
主
た
る
事
業
所
等
（
本  

　
社
ま
た
は
本
店
）
を
有
す
る
会
社
ま
た

　
は
個
人
事
業
者
で
、
継
続
し
て
事
業
を

　
実
施
し
て
い
る
者

■
受
付
開
始
　
　
４
月
１
日
（
水
）
～

※
受
付
は
、
随
時
行
い
ま
す
。

■
登
録
方
法

　
指
定
す
る
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
を

　
土
木
課
建
築
係
に
ご
提

　
出
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
土
木
課
　
建
築
係
　
☎
内
線
３
４
０

▲ 詳しくは
　 こちらへ
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